
農業を始めませんか！！農業を始めませんか！！
農地取得等における許可基準が緩和されました。
平成２６年４月１日から、農地法第３条の許可基準である下限面積が次のように変更となりました。

下限面積

平成２６年３月３１日まで

平成２６年４月　１日から

５０a

３０a

適用区域

松山市全域

下限面積とは、農地法第３条の許可を受け、耕作のために農地の所有権等の権利を取得しようとする
場合、取得後において一定面積以上の耕作面積に達しなくてはならない面積です。

経営所得安定対策への参加

松山市内にお住まいの水田所有者の皆様へ
松山市地域農業再生協議会から大切なお知らせです。
皆様の営農計画についてお教えください。

　松山市地域農業再生協議会から、水稲生産実施計画書（窓付茶封筒）がお手元に届いた
人は、必要事項をご記入のうえご提出いただきますようご協力をお願いします。ご提出い
ただいた水稲生産実施計画書は次の用途に使用します。
　① 経営所得安定対策への加入申請に関する意向確認
　② 農業共済の加入申請
　③ 市内の水田状況把握
【提出先等】
　○計画書に記してある期日までに、最寄りの農協支所へご提出ください。
【お問合せ先】
　○松山市役所農林水産課内　松山市地域農業再生協議会（ＴＥＬ：９４８‐６５６６）
　○えひめ中央農業協同組合生産指導課（ＴＥＬ：９４３‐２３６５）
　○松山市農業協同組合営農販売部（ＴＥＬ：９６８‐１２１８）
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●選任委員

「今年は、農業委員選挙の年です」
農業委員の任期は 3 年と定められており、今年は任期満了に伴い第 22 回農業委員
統一選挙が実施されます。松山市農業委員会では、40 名の委員が選出されます。

松山市農業委員会の選挙区別委員の定数

選挙区の名称 委員の定数

五明・伊台・湯山
道後選挙区 3人

小野・久米選挙区 4人

浮穴・石井・桑原・拓南
選挙区 4人

朝美・雄郡・余土・垣生
生石選挙区 4人

味生・三津・新浜
興居島選挙区 3人

久枝・和気・御幸
堀江・潮見選挙区 6人

選挙区の名称 委員の定数

久谷選挙区 4人

北条・難波・正岡選挙区 3人

浅海・立岩選挙区 2人

河野・粟井選挙区 3人

中島選挙区 4人

( 計 )　１１選挙区 40人

農業委員になるには？

○農業団体
（農協・農業共済・土地改良区）
各団体から 1人ずつ理事等を推薦（4人）
○議会
学識経験者を推薦（4人以内）	

松山市長　　　　　　選任委員

選　任

選挙委員の選挙権・被選挙権

平成６年４月１日までに生まれた方で、かつ、次のいずれかの要件に該当する方です。

①　平成２６年１月１日現在で松山市に住所を有し、１０アール以上の農地（松山市外にある農地も含		
　　みます）について耕作の業務を営む方
	 	 	 	 	 	
②　①の方と同居の親族またはその配偶者で、おおむね年間６０日以上耕作に従事する方

③　１０アール以上の農地（松山市外にある農地も含みます）につき耕作の業務を営む農業生産法人の	
　　組合員、社員又は株主であって、当該農業生産法人が権原を有する農地について年間おおむね 60 日以
　　上耕作に従事する方

●選挙委員

地域の農業者 　選挙委員（任期：3年）選 挙
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１　田（水稲）の部
締結（公告）された地域名 平均額 最高額 最低額 データ数 備　考

旧松山市
基盤整備地域 該当データなし

未 整 備 地 域 7,100円 17,000円 3,800円 148

旧北条市
基盤整備地域 該当データなし

未 整 備 地 域 6,900円 15,200円 3,800円 59
（参考）松山市平均 7,000円 207

２　畑（普通畑）の部
締結（公告）された地域名 平均額 最高額 最低額 データ数 備　考

旧松山市
基盤整備地域 該当データなし

未 整 備 地 域 17,100円 22,500円 6,300円 3

旧北条市
基盤整備地域 該当データなし

未 整 備 地 域 13,200円 16,800円 6,000円 3
（参考）松山市平均 15,200円 6

３　畑（樹園地）の部
締結（公告）された地域名 平均額 最高額 最低額 データ数 備　考

旧松山市
基盤整備地域 該当データなし

未 整 備 地 域 17,500円 17,500円 17,500円 57 借人は同一人

旧中島町
基盤整備地域 該当データなし

未 整 備 地 域 2,200円 2,200円 2,200円 2 借人は同一人
（参考）松山市平均 17,000円 59

＊１　旧松山市、旧北条市、旧中島市の地域別に集計しています。（該当データの無い地域は省略）
＊２　データ数は、集計に用いた筆数です。
＊３　金額は、算出結果を四捨五入し１００円単位としています。
＊４　「（参考）松山市平均」の平均額は、各区分の平均値をデータ数により加重平均した数値です。

あなたも農業委員になりませんか
女性・青年農業者・認定農業者等の多様な人材を！

農業就業人口の半数を占める女性
農業・農村の活性化に向けて、全国各地で女性が活躍しています。
おいしくて安全な農作物の生産はもちろん、農作物の加工、直売など、
６次産業化への取り組みも女性が中心となっています。
豊かな農村を守り、地域農業を元気にしていくためには、女性の力が必要です。

＊現在、全国では２，１７１名、愛媛県では４０名の女性の農業委員が活躍しています。
　農山漁村や農林水産業の活性化には、アイデア、行動力、ネットワークづくりに優
　れる女性の能力の発揮が不可欠です。	

平成２５年１月から１２月までに締結（公告）された賃貸借の賃借料水準
（年間１０ａ当たり）は、以下のとおりとなっております。

農業や地域活動に熱心に取り組むあなたも、ぜひ農業委員になってください！ 

農地の賃借料情報の提供

【お問合せ先】　松山市農業委員会事務局　農地調整・転用担当　☎ TEL ９４８−６６２７

【お問合せ先】　松山市農業委員会事務局　農政担当　☎ TEL ９４８−６６２８
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全 国 農 業 新 聞
営農に役立つ情報が満載 !

○発	行	日　毎週金曜日
○購	読	料　月額 600 円（送料共）
○お問合せ先　農業委員会事務局（TEL）948-6627

松山市農業委員会事務局　
農業者年金担当（ＴＥＬ：948 - 6 6 3 1）

平成２６年度　農地部会予定老後の備えは農業者年金で安心！  

農業者年金は、国民年金の第 1 号被保険者で、
年間 60 日以上農業に従事する 60 歳未満の方で
あればだれでも加入できます。
農地を持っていない農業者や、配偶者や後継者
などの家族従事者も加入できます。脱退も自由です。

●積立方式で安定した財政運営が実施されます
● 80 歳までの保証が付いた終身年金です
●保険料は月額 2 万円から 6 万 7 千円まで
　自由に選択できます
●保険料は全額社会保険料控除の対象となり
　ます
●保険料に最大 1 万円の国庫補助制度があります
　（要件あり）

申込締切日 開催予定日
回

月 日 月 日

3 18( 火 ) 4 10( 木 ) 689

4 18( 金 ) 5 9( 金 ) 690

5 16( 金 ) 6 10( 火 ) 691

6 18( 水 ) 7 10( 木 ) 692

7 18( 金 ) 8 8( 金 ) 693

8 18( 月 ) 9 10( 水 ) 694

9 18( 木 ) 10 10( 金 ) 695

10 17( 金 ) 11 10( 月 ) 696

11 18( 火 ) 12 10( 水 ) 697

12 18( 木 ) 1 9( 金 ) 698

1 16( 金 ) 2 10( 火 ) 699

2 18( 水 ) 3 10( 火 ) 700

* 日程は都合により変更される場合があります。

農業委員会で証明しております各種証明のうち、現在、手数料無料で交付している下記のものに
ついて、平成２６年４月１日からそれぞれ下記の手数料が必要となります。

【手数料が必要となる証明と手数料額】

　1. 地目変更登記等の場合に必要な非農地証明書 ( 農業用施設 )

　　 ( 農地法施行規則第 32 条第 1 号に該当するもの )・・・・・８００円

　2. 農地の競公売に参加する場合に必要な買受適格証明書・・・３５０円

《お問合せ先》　松山市農業委員会事務局　農地調整・転用担当　（ TEL 948-6627 )

お問合せ先

証明手数料が必要になります!
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